
報告１

秋田市マイタウン・バス南部線における路線の延伸について

１ 概要

運行協議会委員からの要望を受け、河辺Aコースの８つの便の始発およ

び終点を岩見三内停留所から岩見温泉へ変更した。

２ 変更内容

資料４

３ 見なし事項該当区分

資料１１（区分２「系統・軽微な変更」､区分５「運行時刻・変更」）

４ 協議が整っていることの証明書

資料５

５ 変更日

平成３０年１０月１日



Ａコース（定時定路）

上り ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

岩見温泉 - - - 11:50 13:50 15:50 -

岩見三内 6:20 7:41 10:01 11:51 13:51 15:51 17:51
石川 6:34 7:55 10:15 12:05 14:05 16:05 18:05
和田駅前 6:40 8:01 10:21 12:11 14:11 16:11 18:11
戸島小学校前 6:46 8:07 10:27 12:17 14:17 16:17 18:17
豊成 6:50 8:11 10:31 12:21 14:21 16:21 18:21
イオンモール秋田 6:57 8:18 10:38 12:28 14:28 16:28 18:28
中央シルバーエリア - - 10:40 - - - -

日赤病院前 - 8:33 - - - - -

下り ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

日赤病院前 - 8:50 - 12:30 - - -

イオンモール秋田 6:50 9:05 11:10 12:45 14:45 16:50 18:50
豊成 6:57 9:12 11:17 12:52 14:52 16:57 18:57
戸島小学校前 7:01 9:16 11:21 12:56 14:56 17:01 19:01
和田駅前 7:07 9:22 11:27 13:02 15:02 17:07 19:07
石川 7:13 9:28 11:33 13:08 15:08 17:13 19:13
岩見三内 7:27 9:42 11:47 13:22 15:22 17:27 19:27
岩見温泉 - 9:43 11:48 13:23 - - -

Ａコース（定時定路）

上り ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

岩見温泉 6:19 7:40 10:00 11:50 13:50 15:50 17:50
岩見三内 6:20 7:41 10:01 11:51 13:51 15:51 17:51
石川 6:34 7:55 10:15 12:05 14:05 16:05 18:05
和田駅前 6:40 8:01 10:21 12:11 14:11 16:11 18:11
戸島小学校前 6:46 8:07 10:27 12:17 14:17 16:17 18:17
豊成 6:50 8:11 10:31 12:21 14:21 16:21 18:21
イオンモール秋田 6:57 8:18 10:38 12:28 14:28 16:28 18:28
中央シルバーエリア - - 10:40 - - - -

日赤病院前 - 8:33 - - - - -

下り ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

日赤病院前 - 8:50 - 12:30 - - -

イオンモール秋田 6:50 9:05 11:10 12:45 14:45 16:50 18:50
豊成 6:57 9:12 11:17 12:52 14:52 16:57 18:57
戸島小学校前 7:01 9:16 11:21 12:56 14:56 17:01 19:01
和田駅前 7:07 9:22 11:27 13:02 15:02 17:07 19:07
石川 7:13 9:28 11:33 13:08 15:08 17:13 19:13
岩見三内 7:27 9:42 11:47 13:22 15:22 17:27 19:27
岩見温泉 7:28 9:43 11:48 13:23 15:23 17:28 19:28

協議が調っている運行時刻
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秋田市地域公共交通協議会バス路線再生分科会において

協議が整っているとする見なし事項一覧

区分 要件

１ 路線 軽微な ・停車するバス停に変更がなく、かつ、運行時刻の変更を必要

変更 としない場合。

・バス停の廃止に伴う場合。

・道路の付替工事等に伴う道路線形の変更による場合。

２ 系統 軽微な ・区分１の路線の変更に伴う場合。

変更 ・系統が廃止となる場合であっても、他の系統により廃止系統

の経路等が確保される場合。

３ 便数 増 ・定員を超える乗車が見込まれる場合。

・地域の要望があり、かつ、乗車が見込まれる場合。

減 ・他の便に比して、乗車状況が極めて悪い場合。

４ バス停 新設 ・地域の要望がある場合。

変更 ・地域の要望に伴い位置を変更する場合。

・運行効率あるいは安全性の向上を目的として位置を変更する

場合。

・区分１の路線の変更に伴い位置を変更する場合。

・名称を変更する場合。

廃止 ・乗降者が見込まれない場合。

５ 運行時刻 変更 ・乗り継ぎ交通機関との調整を図る必要がある場合（マイタウ

ン・バス相互調整も含む）。

・区分１の路線の変更および区分２の系統の変更に伴う場合。

６ 定期券 新設 ・割引率が、他のバス交通機関と同程度以下である場合。

７ 回数券 新設 ・割引率が、他のバス交通機関と同程度以下である場合。

８ 臨時乗車券 新設 ・期間が３ヶ月以内であり、かつ、割引率が過大とならない場

合。

９ 臨時運行 新設 ・運行期間が３ヶ月以内であり、かつ、既設の便に影響がない

場合。

（補足）本見なし事項に該当しない事項は、全て秋田市地域公共交通協議会バス路線再生分

　　　 科会の協議事項となる。

（補足）本見なし事項により対処した場合は、分科会に報告するものとする。

（附則）本見なし事項は、平成28年７月14日から適用する。
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